
▶問い合わせ先＝JAうつのみや上三川野菜集荷所　　　　６６８８

　　　　　　　　農政課　農産園芸係　　　　９１３８

56☎
56☎

農業用廃プラスチック等回収
(分別収集)を実施します。

▶問い合わせ先＝地域生活課　生活係　　　　９１２９56☎

▶問い合わせ先＝地域生活課　環境係　　　　９１３１
　　　　　　　　栃木県動物愛護指導センター　　０２８（６８４）５４５８

56☎
☎

特殊詐欺撃退機器購入費補助金

犬の正しい飼い方

　現在、町では特殊詐欺撃退機器購入費補助事業を行っています。特殊詐欺事件のうち高齢者の被害割合

は、全体の約７割を占めています。対策として防犯機能のついた電話機を使うことが有効です。特殊詐欺撃退

機器を利用して、特殊詐欺を未然に防ぎましょう。

▶対象者＝上三川町に住む６５歳以上の方（以下のいずれかの場合）

　①６５歳以上の方のみの世帯

　②家族と同居しているが６５歳以上の方のみとなる時間帯のある世帯

▶対象機器＝特殊詐欺撃退機能のある電話機または電話機に外部接続可能な機器(以下のいずれかの機能)

　①電話の相手方に警告音声を発する機能、かつ、通話内容を自動録音する機能

　②特殊詐欺等の迷惑電話を自動判別し、着信拒否またはランプ等で警告表示する機能

▶対象機器購入先＝上三川町にある電気店等での購入

▶申請期限＝購入した日の翌日から起算して１年以内

▶補助金額＝購入費用の２分の１（上限５,０００円）※１,０００円未満切捨て

▶必要書類(申請書類は地域生活課窓口のほか、町ホームページからもダウンロードできます。)

　・交付申請書兼実績報告書　　・交付請求書　　・調査同意書　　・はんこ

　・領収書の写し　　・カタログまたは取扱説明書の写し　　・振込先がわかるもの（通帳等）

▶申請方法＝必要書類をそろえて地域生活課生活係に申請してください。

▶日時＝１１月２７日(月）・２８日(火)　午前８時３０分～午後３時

　　　　※正午～午後１時の時間帯の持ち込みはご遠慮ください。

▶内容＝

　２７日(月)

　①農業用ポリエチレン(スーパーソーラー・ベジタロン・クリンテート・トーカンエース・ユーラックなど)

　②グリーン・黒マルチ、灌水チューブ

　③肥料袋（織った肥料袋とは別に結束する）

　④ブルーシート（金属部は必ず取り除く）　

　⑤不織布（パオパオ・ラブシート・パスライトなど）

　⑥防ひょう・防鳥ネット・寒冷紗　

　⑦農薬空きボトル・空き袋

　　※よく洗浄・乾燥し、ラベルを完全にはがし、半透明のゴミ袋に入れて搬入してください。守られ

　　　ていない場合は、回収できません。

  ２８日(火)

　⑧農業用ビニール(クリーンエース・キリナイン・ノンキリー・ハイヒット・モヤレス・キリサラバなど)

　⑨育苗箱・あぜ波シート（育苗箱は約１５～２０枚目安にばらけないようにポリエチレン素材のヒ

　　モ等で結束する）

　⑩廃パイプ・塩ビパイプ（約２ｍの長さに束ねる）

　⑪マイカ線

　⑫土壌消毒用空き缶等（よく洗浄して乾燥し,においがないものに限る）

　　※種類ごとに回収を実施します。必ず①～⑫にそれぞれ分別のうえつづら折りにし、同質材のヒ

　　　モではずれないよう２ヵ所を結束し、指定された日に搬入してください。これ以外は、回収す

　　　ることができません。廃プラスチック等に金属等(針金など)がついている場合は必ず取り除

　　　いてください。

▶場所＝ＪＡうつのみや上三川野菜集荷所(上蒲生３７８番地)

▶処理負担金＝５０円／kg

　１００円未満は切り捨て。回収時に現金支払いになります。

▶その他＝委任状が必要になりますので、必ず印かんをお持ちください。

　廃棄物処理法により、野焼きや不法投棄をすると、罰則の対象となります。

　マナーを守って、人と犬、お互いが暮らしやすいまちをつくりましょう。
★放し飼いはやめましょう
　必ず首輪をつけてつないでおき、散歩の際もリード・引き綱をつけて放さないようにしましょう。
★フンの後始末は必ずしましょう
　散歩中のフンは飼主が必ず持ち帰りましょう。おしっこも、よその家の玄関先や塀、庭などにさせないように
しましょう。
★鳴き声で迷惑をかけないようにしましょう
　犬の無駄吠えは近所の迷惑となります。根気よくしつけましょう。
★不妊・去勢手術をしましょう
　犬を捨てる行為は犯罪です(１００万円以下の罰金:動物の愛護及び管理に関する法律第４４条)。飼う場合
は、最後まで責任をもって飼いましょう。繁殖させたくない場合は不妊・去勢手術をおすすめします（繁殖期
のストレスも軽減されると言われています）。
  町には、メス犬の不妊手術費の助成制度がありますので、ご活用ください。
★無責任なエサやりの禁止
　無責任なエサやりは、不幸な命が増える原因となります。飼わない場合は、安易にエサを与えないでください。
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　現在、町では特殊詐欺撃退機器購入費補助事業を行っています。特殊詐欺事件のうち高齢者の被害割合

は、全体の約７割を占めています。対策として防犯機能のついた電話機を使うことが有効です。特殊詐欺撃退

機器を利用して、特殊詐欺を未然に防ぎましょう。
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▶対象機器＝特殊詐欺撃退機能のある電話機または電話機に外部接続可能な機器(以下のいずれかの機能)
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　②グリーン・黒マルチ、灌水チューブ
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　⑩廃パイプ・塩ビパイプ（約２ｍの長さに束ねる）
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▶処理負担金＝５０円／kg

　１００円未満は切り捨て。回収時に現金支払いになります。

▶その他＝委任状が必要になりますので、必ず印かんをお持ちください。

　廃棄物処理法により、野焼きや不法投棄をすると、罰則の対象となります。

　マナーを守って、人と犬、お互いが暮らしやすいまちをつくりましょう。
★放し飼いはやめましょう
　必ず首輪をつけてつないでおき、散歩の際もリード・引き綱をつけて放さないようにしましょう。
★フンの後始末は必ずしましょう
　散歩中のフンは飼主が必ず持ち帰りましょう。おしっこも、よその家の玄関先や塀、庭などにさせないように
しましょう。
★鳴き声で迷惑をかけないようにしましょう
　犬の無駄吠えは近所の迷惑となります。根気よくしつけましょう。
★不妊・去勢手術をしましょう
　犬を捨てる行為は犯罪です(１００万円以下の罰金:動物の愛護及び管理に関する法律第４４条)。飼う場合
は、最後まで責任をもって飼いましょう。繁殖させたくない場合は不妊・去勢手術をおすすめします（繁殖期
のストレスも軽減されると言われています）。
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★無責任なエサやりの禁止
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